
１．協議が調っている路線又は営業区域

多賀城東部線　路線図等は別紙資料のとおり

２．協議が調っている運行系統又は運送の区間

東部線

３．協議が調っている運賃（料金）の種類、額及び適用方法について

(1) 対象者：６５歳以上または障害者（障害者手帳所持者）である多賀城市民。

(2) 運賃：無料

(3) 適用条件：スマートフォン等からバス運賃無料証明書（以下「証明書」という。）の電子申

４．適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件

令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までを予定

令和 ７ 年 　 月 　 日

多賀城市地域公共交通協議会運賃料金部会

会長　徳永　幸之

道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条２項に掲げる
協議が調っていることの証明書

　令和７年８月２２日開催の令和７年度多賀城市地域公共交通協議会運賃料金部会において、下記事項
に関し、協議が調っていることを証明する。

記

終点

国府多賀城駅多賀城東部線 汐見台中央 多賀城駅前

起点 主な経由地運行系統名

ことによって(2)運賃が適用となる。

請を行い、該当となる方へ「証明書」の画像データが多賀城市から付与される。

その付与された「証明書」の画像データをバス降車時にバス運転手に提示する
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